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東京都特別支援教育推進計画（第二期）
第二次実施計画

～共生社会の実現に向けた特別支援教育の推進～

令和 4 年 3 月　 東京都教育委員会※本冊子には、「第６回東京都特別支援学校アートプロジェクト展」に展示された全 51作品を掲載しています。

東京都特別支援教育推進計画（第二期）

第二次実施計画



本冊子の表紙、裏表紙、中扉に第6回東京都特別支援学校アートプロジェクト展（令和４年1月 5日～ 1月
16日）に展示された全51作品を掲載しています。
＊�　�東京都教育委員会は、都内の特別支援学校に在籍する児童・生徒が制作した芸術作品を発信する機会を設けるこ
とにより、芸術活動への意欲喚起や才能の早期発見と伸長を図るとともに、広く都民の障害者への理解促進に取
り組んでいます。

掲載場所 作品名 氏名 学校名・学部・学年
表紙上段左 せかいで　１ぴき　かぶとむし 中島　健太 都立葛飾盲学校小学部 1年
表紙上段中央 ワニ 髙木　昌平 都立足立特別支援学校高等部 3年
表紙上段右 お茶にしましょう 黒沢　陽菜乃 都立八王子盲学校小学部 5年
表紙中段左 富士山が見える街 南波　茉奈 都立八王子東特別支援学校高等部 1年
表紙中段右 空と海 伊藤　大希 都立鹿本学園中学部 2年
表紙下段左 木に宿りし珍獣たち 宮本　平 都立王子特別支援学校中学部 2年
表紙下段右 三蛇と猿 鈴木　瑛輝 都立立川ろう学校高等部2年





 
 

 

は じ め に 

  

東京都教育委員会は、東京都における特別支援教育推進の基本的な方向を示す「東

京都特別支援教育推進計画」（平成 16 年 11 月）及び「東京都特別支援教育推進計画

（第二期）」（平成 29 年２月）を策定し、計画の基本理念である共生社会の実現に向

け、特別支援学校、小学校、中学校及び都立高校等の全ての学びの場において特別支

援教育の充実を図ってきました。東京都特別支援教育推進計画（第二期）の第一次実

施計画では、知的障害特別支援学校の適正規模・適正配置を進めるとともに、発達障

害教育推進のため、都内公立小・中学校の全校に特別支援教室を導入してきました。

また、都立高校等においても、国の通級による指導の制度化を踏まえ、パイロット校

での検証を行い、導入に向けた準備を進めるなど、学びの場を整備してきました。 

今後は全ての学びの場において、子供一人一人の違いを個性として受け止めながら、

障害による困難さのために支援を必要とする子供たちへの指導・支援を充実していく

ことがさらに重要になってきます。 

また、情報技術の急速な進展により、人々のコミュニケーションや社会経済活動の

範囲が拡大するなどの社会状況の変化等により、共生社会の実現に向けたインクルー

シブな教育の推進や、医療的ケアを必要とする子供たちに対する支援の充実、障害の

状態等に応じたデジタル活用の推進等について、教育的ニーズが高まっています。 

こうしたことから、東京都教育委員会では、令和３年 11 月に、これまでの東京都

における特別支援教育の歩みや社会状況の変化等を踏まえ、これからの特別支援教育

推進の考え方等を公表し、多くの方から様々な御意見をいただきました。 

子供たちからの声も含め、いただいた皆様の意見も参考に、具体的な事業について

検討し、東京の特別支援教育の一層の充実に向けて、「東京都特別支援教育推進計画

（第二期）第二次実施計画」を策定しました。 

東京都教育委員会は、本実施計画を着実に推進し、共生社会の実現に向けて、障害

のある幼児・児童・生徒の自立と社会参加を目指し各施策に取り組んでまいりますの

で、保護者の方々をはじめ、教育関係者、都民の皆様の一層の御理解、御支援をいた

だきますよう、お願い申し上げます。 

 

令和４年３月 

 

  東 京 都 教 育 委 員 会 
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第 1 部
第二次実施計画の基本的な考え方

第１章　東京都特別支援教育推進計画（第二期）の策定第１章　東京都特別支援教育推進計画（第二期）の策定

第２章　第二次実施計画の策定

掲載場所 作品名 氏名 学校名・学部・学年
上段左 わたしの好きな電車 江口　良太 都立足立特別支援学校高等部 3年
上段中央 水色と黄色い花 岡村　優実 都立あきる野学園高等部 3年
上段右 深海に光るミツマタヤリウオ 富樫　協介 都立志村学園高等部 3年
中段左 朝が左で夜が右 西川　莉朱 都立大塚ろう学校小学部 3年
中段右 キジバト 奥天　久宇 都立多摩桜の丘学園高等部 3年
下段左 やまのてせん 湯村　康平 都立北特別支援学校中学部 3年
下段右 物語の中へ 長島　ひとみ 都立八王子盲学校小学部 5年
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１ 東京都における特別支援教育に関する計画の策定と取組 

 

 

平成 19年４月の学校教育法の一部改正により、従来の「特殊教育（心身障害

教育1）」から「特別支援教育」への転換が図られました。特別支援教育は、発達

障害を含めて、特別な支援を必要とする児童・生徒等が在籍する全ての学校に

おいて実施されることとされました。 

都教育委員会は、平成 15年３月に国が示した「今後の特別支援教育の在り方

について（最終報告）」や平成 16年６月の障害者基本法2の改正等を受け、これ

からの都における特別支援教育の推進に関する展望を明らかにする総合的な計

画として、学校教育法の一部改正よりも早い平成 16年 11月に、平成 16年度か

ら平成 25年度までの 10年間を計画期間（平成 22年の第三次実施計画策定時に

平成 28年度までに延長）とする東京都特別支

援教育推進計画を策定しました。 

具体的には、第一次実施計画(平成 16 年度

～平成 19年度)、第二次実施計画（平成 20年

度～平成 22年度）及び第三次実施計画（平成

23 年度～平成 28 年度（注：計画期間を３年

延長））に基づき、都立特別支援学校の再編整

備、個に応じた指導と支援の充実、発達障害

教育の推進、特別支援教育の支援体制の整備

など、特別支援学校のみならず、都内公立小

学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学

校前期課程（以下「小・中学校」という。）並

びに都立高校及び都立中等教育学校後期課程

（以下「都立高校等」という。）を含めた全て

の学校において特別支援教育の推進に取り組

んできました。 

 
1 特殊教育と同義。心身障害教育は都独自の名称である。特別支援教育への転換まで、小・中学校に在籍する障害のある児

童・生徒への教育を行うために設置する学級を、国は「特殊学級」としていたが、都は「心身障害学級」と呼んでいた。 
2 障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとと

もに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加

の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

第１章 東京都特別支援教育推進計画（第二期）の策定 

（１）「東京都特別支援教育推進計画」の策定 

 

第
１
部 

第
１
章
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援
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期
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の
策
定
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東京都における発達障害教育は、東京都特別支援教育推進計画（平成 16年 11

月）に基づき、特別な支援を必要とする児童・生徒等が在籍する全ての学校に

おいて推進してきました。また、 の学級における発達障害の がある

と られる児童・生徒等の在籍 合などか

ら、全ての公立学校において発達障害教育の

充実を図 てい ため、平成 28年 月に、平

成 28 年度から 年度までの 年間を計

画期間とする東京都発達障害教育推進計画を

策定しました。 

この計画において、都内の公立小・中学校

全校に特別支援教 3を設置することとし、

れまで、 級指導学級で行 てきた特別な指

導について、必要とする児童・生徒が在籍校

で受けられるようにするとともに、都立高校

等では、教育課程 での特別な指導・支援と

して、 や長期 期間中に、学校 で

実施する「 」

を するなど、取組を進めてきました。 

  

 
3 の学級での学 におお 参加でき、一部特別な指導を必要とする自 者、 障害者、学 障害者及び注

障害者を とし、教員が 指導することによ て、特別な指導を在籍校で受けられるようにするための教 。指導時

は、障害の に応じて、 時間から 時間まで（学 障害者及び注 障害者については月

時間から ）としている。なお、指導 の必要により在籍校以 で指導を受ける方が 的な児童・生徒は、 校に設置さ

れている特別支援教 で指導を受けることも である。 

（ ）「東京都 教育推進計画」の策定 
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3 の学級での学 におお 参加でき、一部特別な指導を必要とする自 者、 障害者、学 障害者及び注

障害者を とし、教員が 指導することによ て、特別な指導を在籍校で受けられるようにするための教 。指導時

は、障害の に応じて、 時間から 時間まで（学 障害者及び注 障害者については月

時間から ）としている。なお、指導 の必要により在籍校以 で指導を受ける方が 的な児童・生徒は、 校に設置さ

れている特別支援教 で指導を受けることも である。 

（ ）「東京都 教育推進計画」の策定 

 

 

5 
 

 東京都特別支援教育推進計画（第二期）の策定 

 

 

平成 22 年 11 月の東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画の策定以 、

障害者や東京都を取り は、 き しました。 

 

 の  

平成 19年 月、 が国は、障害者の 及び を し、 進するた

めの 的かつ総合的な国 である障害者 4に 名して、平成

26年 月に し、同年 月から国内において発 しています。 

障害者の教育については、同 第 24 で 定されており、教育につい

ての障害者の を め、この を 別なしに、かつ、 会の 等を実

するため、障害者を するあら る の教育制度及び生 学 を

することとされています。また、この の実 に たり、障害者が障害に

基づいて一 的な教育制度から されないことや、個 に必要とされる

合 的 が されること等が定められています。 

 

 の  

が国では、障害者 の に 立 、平成 23年 月に障害者基

本法が改正されました。 

障害者の教育については、第 16 において、「障害者が の年 及び

に応じ、かつ、 の特 を ま た な教育が受けられるようにするた

め、 な り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と

共に教育を受けられるよう しつつ、教育の内 及び方法の改 及び充

実を図る等必要な施策を じなけれ ならない。」と 定されています。 

 

 別 の 定 

平成 25年６月には、障害者基本法第４ 第 項及び同 第 項を具体

さ るため、障害を とする 別の の推進に関する法 5（以下「障

害者 別 法」という。）が成立し、平成 28年４月から施行されました。 

 
4 平成 18 年 12 月に国 総会で された、障害者に関する めての国 で、 的・ 的 、教育・ ・ ・

の 、社会 障、 への など、 な における取組を 国に して めている。 
5 国 の「障害者の に関する 」の に けた国内法制度の整備の一 として、全ての国 が、障害の によ て

け てられることな 、 に と個 を し合いながら共生する社会の実 に け、障害を とする 別の を

推進することを目的として制定された。 

（１）推進計画（ ）策定の  
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同法は、障害を とした な 別的取 いの や障害者に する合

的 の が、行 関等の法的義務と定められるなど、障害を と

する 別 を推進し、共生社会の実 に することを目的としています。 

 

 支援 の  

発達障害者の支援の一 の充実を図るため、平成 28年 月には、発達障

害者支援法6が改正され、同年 月から施行されました。この改正では、

れ目な 発達障害者の支援を行うことが特に 要であり、教育に関しては、

第 において、国及び地方公共団体は「 な り発達障害児が発達障害

児でない児童と共に教育を受けられるよう 」することや、「個別の教育

支援計画の 成」及び「個別の指導に関する計画の 成の推進、いじめの

等のための 策の推進」を行うこと等が たに 定されました。 

 

 教育 教育 「 の

教育 の の特別支援教育の推進（ ）」 

国では、障害者 第 24 に 定された 教育

の に けた取組が進められ、平成 24年 月には、中 教育 会

等中等教育 会により、「共生社会の 成に けた 教育

のための特別支援教育の推進（報告）」が示されました。 

同報告では、共生社会の 成に けて、障害者 に基づ

教育 の が 要であり、 の のためには、特別支援教

育を 実に進めてい 必要があるとされています。 

また、 教育 においては、同じ で共に学 ことを

するとともに、個別の教育的 のある児童・生徒等に して、自立

と社会参加を て、 の時 で教育的 に最も的 に応 る指導

を できる、 で な 組みを整備することが 要である、としてい

ます。小・中学校における の学級、 級による指導、特別支援学級、特

別支援学校とい た、 のある「 な学びの 」を してお こと

が必要であることが示されています。 

国は、この中 教育 会 等中等教育 会による報告等を ま て、

平成 25年 月、学校教育法施行 を一部改正し、障害のある児童・生徒等

の 学 定について、 教育委員会が、児童・生徒等の障害の

 
6 発達障害は、従来、身体障害、 的障害及び 障害の 制度の 間に置かれ、また、一 の が られず、 の発 が

れ、必要な支援が きに い とな ていたことから、発達障害者が 児期から成 期までの に合

た な支援が受けられるよう、平成 17 年４月から施行された法  

6
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6 発達障害は、従来、身体障害、 的障害及び 障害の 制度の 間に置かれ、また、一 の が られず、 の発 が

れ、必要な支援が きに い とな ていたことから、発達障害者が 児期から成 期までの に合

た な支援が受けられるよう、平成 17 年４月から施行された法  
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や教育的 を ま 、総合的な から 学 を 定する 組みへと

しました。 

 

 都の 策の  

東京都特別支援教育推進計画第三次実施計画（平成 22 年 11 月）の策定

以 、都 の方 を示す 計画が策定されました。平成 28 年 12 月に

は、「都 でつ る しい東京 ～2020年に けた実行

～」が策定され、 の中では、「 」、「 」、「

」を実 し、「 しい東京」を てい こととされました。ま

た、 事及び教育委員会をも て 成される総合教育会 における を

ま て東京都教育施策 が策定され、障害のある た の な

に応 る教育の実 が、 要事項の一つとして 置 けられました。 

 

こうした も ま 、都教育委員会では、東京都特別支援教育推進計画や

東京都発達障害教育推進計画に基づき、 学 において、本 及び 者と

の合 成を図りながら、一 一 の障害の程度や 等に して な 学

を 定できるよう、 を支援するとともに、特別支援学校、小・中学

校、都立高校等において個に応じた指導・支援を充実するなど、特別支援教育

の 実な推進を図 てきました。 

の計画期間終 後にも き き、特別支援教育を推進してい ため、 た

な特別支援教育推進のための長期計画として、東京都特別支援教育推進計画（第

二期）（以下「推進計画（第二期）」という。）を策定することとしました。 
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都教育委員会は、東京都特別支援教育推進

計画の計画期間終 後の都の特別支援教育の

方 を示すため、平成 29年 月に、平成 29

年度から 年度までの 10 年間を計画期

間とする推進計画（第二期）を策定しました。 

また、平成 29年度から 年度までの４

年間を計画期間とする推進計画（第二期）第

一次実施計画（以下「第一次実施計画」とい

う。）を て策定し、具体的取組の内 や実

施時期を明らかにしました。 

なお、 への 応

から、 れ れの計画期間を 年間延長し、

推進計画（第二期）は 年度まで、第一

次実施計画は ３年度までとしています。 

推進計画（第二期）では、障害のある も障害のない もともに し合い

ながら できる社会、共生社会の実 に け、特別支援教育を に推進し、

障害の や程度にかか らず、より一 社会に参加・ できる を育成

することを基本 としています。 

 

 

 

 

 

 

 ここでは、障害のある が らかの で社会とつなが ており、 の生きる が の

に な で い を及 している を含め、「 」と している。 

  

共生社会の実 に け、障害のある 児・児童・生徒の自立を目指し、 

一 一 の を最 に 長して、社会に参加・ できる 間を育成 

 

（ ）推進計画（ ）の策定  

平成29年２月　 東京都教育委員会

東京都特別支援教育推進計画（第二期）
　・第一次実施計画
－共生社会の実現に向けた特別支援教育の推進－
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年間を計画期間とする推進計画（第二期）第
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なお、 への 応
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 ここでは、障害のある が らかの で社会とつなが ており、 の生きる が の

に な で い を及 している を含め、「 」と している。 

  

共生社会の実 に け、障害のある 児・児童・生徒の自立を目指し、 

一 一 の を最 に 長して、社会に参加・ できる 間を育成 

 

（ ）推進計画（ ）の策定  
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推進計画（第二期）の基本 の実 に け、推進計画（第二期）の施策に

ついては、以下の つの方 に て進めてい こととしています。 

 

の の の 特別支援教育の  

・全ての障害のある 児・児童・生徒が自 らしい生き方を け、 来の や

望を実 するため、全ての学びの における指導と教育 を に充実 

策の  特別支援 特別支援教育の  

障害のある 児・児童・生徒の社会参加や社会 を に実 できるよう、

特別支援学校の指導内 ・方法や合 的 の 、基 的 整備の充実を図

ります。 

 

策の  都 特別支援教育の  

小・中学校及び都立高校等に在籍する障害のある児童・生徒が、障害の や

教育 に応じた指導・支援を受けられるよう、指導内 ・方法や合 的

の 、基 的 整備の充実を図ります。 

 

の東京 特別支援教育の推進  

・ 教育や ・ 教育など、東京や社会の を た教育を たに

推進 

策の  進 特別支援教育の推進 

 者教育や 教育、心身の 全育成などの取組を推進するとともに、障害

者 や への ・関心を高め、社会に参加・ できる 間を育

成します。 

 

特別支援教育 支 の  

・教員の や 教育委員会への支援の充実など、特別支援教育の基 

を一  

（ ）推進計画（ ）の の 策の  

施策の方向性Ⅳ 特別支援教育を推進する体制の整備・充実 

質の高い特別支援教育を推進するため、教員の専門性向上や学校・区市町村へ

の支援の充実、関係機関との連携強化を図るとともに、広く都民の理解を促進す

る体制を整備します。 
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推進計画（第二期）では、 つの施策の方 とに目指す 来 を示すととも

に、 の実 に けた今後の施策の展 を明らかにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）推進計画（ ）の  

策の  特別支援 特別支援教育の  

策の  都 特別支援教育の  

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策の  進 特別支援教育の推進 

 

 施策の方向性Ⅳ 特別支援教育を推進する体制の整備・充実 

【 】

【将来像】

○ 支援学校に在籍する ての 児・児童・生徒が、 を る

ための教育を受け、自らの に いて な目 を 、その実 に け

て、生き生き した学校生活を っている。

○ ての 支援学校に いて、充実した教育環境の中、 児・児童・生徒

一人一人の障害の ・ な教育 に た専門性の高い指

導・支援が行われ、それ れの する 力が に高められている。

○ な な に ける 活 等を充実する で、

支援学校 小学校、中学校、都立高校等の 児・児童・生徒が、 いに

理 し合い、尊 し合 を育 でいる。

【 】

【将来像】

○ 小学校、中学校及び都立高校等に在籍する障害のある児童・生徒が、充実

した教育環境の下で、適切な合理的配慮の提供を受けながら、専門性の高い

指導・支援によって、着実にその力を伸長させている。

○ 発達障害のある児童・生徒に対して、切れ目なく、継続性のあるきめ細か

な指導・支援が行われ、児童・生徒一人一人が、自尊感情を培いながら、社

会で活躍するための力を身に付けている。

10
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策の  進 特別支援教育の推進 

 

 施策の方向性Ⅳ 特別支援教育を推進する体制の整備・充実 

【 】

【将来像】

○ 教育、 教育の充実 の活 な 、社会 の に

した 支援教育を する で、障害のある 児・児童・生徒が、

する社会に的 に対 しながら、自立して生きるための力が育 れている。

○ 障害のある 児・児童・生徒が、 活 の を て自

実 の を 、その を に発 する に、 かな か

な が育 れている。

○ 障害のある 児・児童・生徒が、 ・

会に な で する を て、 かな 感 を

し、 感 を の な るな 、 児・児童・生徒一人一人

に人生の なる け のない が されている。

【 】

【将来像】

○ 支援教育に対する に あ れ、教 自立活 の指導に し

た専門性の高い教 が 育 されている。

○ 都教育 会及び 教育 会の が される に、

の を ながら、 性 性の高い による 学・

学 が行われる で、障害のある 児・児童・生徒が、その 力を

に伸長する ができる学校で学 でいる。

○ に される学校 く の 教育、 、 、 、

な 等 の が充実する に、 都 の 生社会

の理 が で、障害のある 児・児童・生徒を、社会 で支援する

が されている。
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１ 東京都 取 の  

 

 

報 の な進展により、 の や の

が加 度的に進 一方で、 的な の

により社会 等の一部が一時的に 制され、また、東京 2020 ・

会が されるなど、社会 は き し教育を取

り も き ています。この間、国において な きがありま

した。 

 

 の  

国は、平成 29年に告示した特別支援学校学 指導要 等の改 において、

教育 の推進により、障害のある た の学びの

の な を ま 、特別支援学校の教育課程について 、小学校、

中学校の教育課程との を することを示しました。 のため、特に

的障害のある児童・生徒等のための 教 等の目 や内 について、

や小学校、中学校の 教 等とのつながりに し、特別支援学校の小・

中学部の に目 を設定したり、小学校学 指導要 は中学校学

指導要 における 教 等の目 及び内 の一部を取り れることができ

るよう 定するなど、学びの を した 応が図られています。 

 

  

国では、学 指導要 の実施を 、児童・生徒一 と、高

の を一体的に整備することで、特別な支援を必要

とする を含め、 な た を 一 取り すことな 、個別最

され、 ・ が一 実に育成できる教育 の実 を目指す

を進めていました。 

年度以 、 のまん延による学校の一

時 等を受け、 が前 しになるなど、小・中学校

における による教育の基 整備が に進められました。 

  

第 章 第二 計画の策定 

（１） の  
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１ 東京都 取 の  
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 教育 「 の 教育 の 」 

３年 月の中 教育 会 「 の 本 学校教育 の を

目指して」において、 時 の特別支援教育の在り方についての基本的な
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 の 支援 の  

教育 の整備に関して、 的 7を必要とする児童・生徒等（以下

「 的 児」という。）と の に する支援について、 的

児及び の に する

支援に関する法 8（以下

「 的 児支援法」と

いう。）が、 ３年 月に

施行されました。 の基本

に、 的 児が

的 を必要としない

児童・生徒等と共に教育を

受けられるよう最 に

しつつ に 的

に る支援が行 れ

るなど、社会全体で支 る

ことが示されました。 

 

 

 
7 都立学校における 的 とは、 行 のう 、 及びたんの など 生 に必要とされる生 援 行 とし

ている。 行 として実施する 行 とは 別している。 
8 ３年 月に施行された法 で、 的 児及び の に する支援に関し、基本 を定め、国、地方公共団体等

の責務を明らかにするとともに、 育・教育の 充に る施策等や 的 児支援 の指定等について定めることに

より、 的 児の やかな成長を図るとともに、 の の の に し、も て 心して どもを生み、育てるこ

とができる社会の実 に することを目的とする。 
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 「 の東京」 の策定 

都は、 な「 来の東京」

を り ため、 ３年３月に

「 来の東京」 を策定しまし

た。「 来の東京」 では、東京

で き、 らす もが、共に

し、支 合う共生社会「

東京」を実 するた

め、 な で な が共に支

合う づ りを推進するとともに、一 とりがお いを め合い、

し合う社会の実 を目指すこととしています。 

また、 たな「東京 教育 」推進 では、障害の

にかか らず、個 の教育的 に的 に応 、 な学びの を備

た な教育を推進することとしています。 

（ ）東京都の  

「東京 教育 」推進 策 画 「 の東京 」  

○ 子供の学び方や教員の教え方を大きく転換する新たな「東京型教育モデル」の推進により、一人ひとりの
個性や能力を最大限に伸ばし、誰一人取り残さないきめ細かな教育を実現

戦略２ 子供の「伸びる・育つ」応援戦略





































新たな「東京型教育モデル」推進プロジェクト

37
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 東京都教育 策 の策定 

今後の都における教育施策の基本的な方 を示す、 たな東京都教育施

策 を ３年３月に策定し、「東京の目指す教育」として「 一 取り

さず、す ての が 来への 望を て、自ら び、育つ教育」を実

するために東京 教育 を実 してい こととしました。 

都では、「教育の の推進」として、 な 組みによる

な学びの を し、 な個 を つ た が いを め、 し

合いながら学 を整備してい こととしています。 

 

 東京都 の 定 

都は、 ３年４月に、こどもの があ れる社会の実 に けた基本

及び東京都が取り組 き施策の基本となる事項を定めた東京都こど

も基本 を制定しました。 

の基本 には、「全てのこどもが、今と 来への 望を て び

びと やかに育 ていけるよう、社会全体でこどもを育 を整備して

いかなけれ ならない。」ことが示され、「こどもの学び、成長の支援」や「こ

どもの 明と施策の 」などの事項が設けられています。 

 

 

東京都教育施策大綱

誰一人取り残さず、すべての子供が将来への希望を
持って自ら伸び、育つ教育を目指して

東京都教育施策大綱

令和３年３月

第2章

第3章
第3章

第1章

１

東京都教育施策大綱東京都教育施策大綱
東京都が目指すこれからの教育

子供版

未来の東京をえがいてみよう
　わたしたちの東京は、便利で安全な都市であるとともに、自然が豊かで、食べ物や文化など様々な魅力に
あふれています。みなさんが大人になるとき、未来の東京はどのようになっているでしょうか。

未来の東京のイメージを考えて、友達と話し合ってみましょう。
考えてみよう・
話し合ってみよう

スーパーマーケットスーパーマーケット

インターネット
カフェ

インターネット
カフェ

み  りょく

※東京都教育施策大綱は、今後の東京の教育の基本的な方針を示すものです。
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 東京 2020 の

教育の  

東京 2020 ・ 会は、

策のために 年延期、 して という前 のない 会とな

りましたが、 な の中でも な により され、共生社会への

を一 てい ことが されました。 

都教育委員会は、この東京 2020 会を た の 生にと てまたとな

い 要な 会と 、平成 28年度から、「東京都 ・

教育」を都内の全公立学校で実施してきました。 学校では、

との 、国 、 体 、 など、 あ

れる な取組を実施し、 た は、「 」、「障害

者 」、「 」「 本 としての自 と り」、「 かな国 」

などの な を身に けました。 

「東京都公立学校 会」においては、 の特別支援学

校の た と小・中学校や都立高校等の た が、 会、

会で し、障害者 への を めました。 

東京 2020 会期間中においては、 策や 中 への 全 策を

して、 た が 会 で を行いました。 さ 策として、

の設置や 等の を行うとともに、 策と

して、 での や、 間 の 等を行いました。さらに、特別

支援学級や特別支援学校の た に しては、 教員の 員、実 に応

じた会 内 の特別な の設定、 いす の 等の 策を じて、

会 において を行いました。 

また、最 を し、 会 にいるような 体 を、特

別支援学校の校内で実施しました。 

今後は、共生社会の実 に けて、 学校が設定する「学校 2020

」を、 や地 等と を図りながら、長 けてい 教育 として

推進してい 必要があります。  
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の  の 援  

 東京 2020  
 

 

東京 2020  
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 第二 計画の策定の  

 

ともに学び支 合う共生社会「 東京」の実 に け、東

京都教育施策 に示されたように、 な個 をもつ全ての が自ら び、

育つためには、 一 取り さず、 た のもつ や びようとする を

き すことが必要です。 

障害のある児童・生徒等一 一 の を最 に 長し、 れ れの に

応じた自立と社会参加を 進するためには、 た にと て最 な学びの に

つな 学 の充実や、一 一 の教育的 に応 る指導を でき

る な学びの の充実・整備とともに、障害のある児童・生徒等と障害のない

児童・生徒等の 及び共同学 の 進を、 実に進めてい ことが 要です。 

推進計画（第二期）は、障害のある児童・生徒等も障害のない児童・生徒等も

ともに学び、 いに を められる共生社会の実 を目指して策定しました。 

東京都特別支援教育推進計画（第二期）

第二次実施計画（以下「第二次実施計画」

という。）においては、「 来の東京」

や東京都教育施策 も ま つつ、

長期計画である推進計画（第二期）の

を基 とし、 を した教育

など、社会 等の に 応した施策

を進めることで、全ての学びの におけ

る特別支援教育の充実を図 ていきま

す。 

 

 

 

第一次実施計画に基づ 施策の展 により、都立特別支援学校の再編や、指

導内 の充実、教育 の整備など、都の特別支援教育は 実に進展・充実し

ています。 

一方で、都立特別支援学校の と 置の 正 、都立高校等における 級

による指導の実施に た ての教員の一 の 進、障害者 を

した の推進など、特別支援教育の充実に けた取組を一 推進する必要が

あります。 

 

（１） の 特別支援教育の  
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第二次実施計画においては、これまでの取組の成 を ま ながら、 ・

充実を図 ていきます。 

なお、第一次実施計画の実施 報告は別 として に しています。 

 

 

特別支援教育の進展に い、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級等に

在籍する児童・生徒 は 加 が いています。今後の特別支援教育の充実

を図る では、 の となる障害のある児童・生徒等の 来の 推計が

要となります。 

都教育委員会では、第二次実施計画の策定に たり、特別支援学校の在籍者

及び小・中学校の特別支援学級等の在籍者・ 者 に関する推計を行いま

した。 の は、下 のとおりです。 

（ ： ） 

別 

 

 

（ ） 

 

 

 

 

 

13  

特別支援 1 13,045 14,529 15,460 15,832 

 

 230 243 241 233 

 654 662 652 629 

 2,055 2,128 2,093 2,008 

 9,901 11,263 12,247 12,747 

 205 233 227 215 

2   45,183 57,306 62,519 62,225 

  

 

（特別支援 ） 11,247 12,443 12,684 12,056 

（特別支援教 ） 29,048 39,103 43,471 43,831 

の  4,888 5,760 6,364 6,338 

1 立特別支援学校を含 。 2 義務教育学校及び中等教育学校を含 。   

特別支援学校の推計 を ると、 ３年度の在籍者 （実 ）が、13,045

ですが、 13 年度には、 15,800 にまで 加する みとな ていま

す。特に、 的障害特別支援学校の在籍者 については、今後 10年間で 2,800

加することが まれています。 

（ ） 推計 教育 の  

第
１
部 

第
２
章

第
二
次
実
施
計
画
の
策
定

19



20 
 

また、小・中学校の特別支援学級等の推計 を ると、 ３年度の在籍者・

者 （実 ）は、45,183 ですが、 13年度には、 62,200 となる

みとな ています。 

推進計画（第二期）の計画期間は 年度までとしておりますが、 的障

害特別支援学校等の在籍者 が 年度以 も 加することなどを て、

取組を進める必要があります。 

都教育委員会では、こうした推計 を基に、国が ３年 月に公 した

特別支援学校の設置基 も ま 、障害のある児童・生徒等の教育 の充実

を図るため、特別支援学校の 正 ・ 正 置などの取組を、今後も 実に

進めていきます。 

 

 

 

 教育の推進 

時 の特別支援教育の在り方について、 ３年 月の中 教育

会 では、障害のある と障害のない が な り共に教育を受け

られる 整備や、 の学級、 級による指導、特別支援学級、特別支援

学校などの のある な学びの の一 の充実・整備を進めてい 必

要 が示されました。 

また、都の「 来の東京」 では、東京で き、 らす もが、共に

し、支 合う共生社会「 東京」を実 するため、

な が共に支 合う づ りを推進するとともに、一 一 がお いを

め合い、 し合う社会を実 することを目指しています。さらに、東京

都教育施策 においても、 な 組みによる な学びの を する

ことなど、教育の の推進を特に 要な事項の一つとして示

しています。 

こうした国の や東京都の を ま 、 な 組みによる な

学びの を整備・充実し、 た 一 一 の を最 に しながら、

な個 を つ た が いを め、 し合いながら学 を整

てい 必要があります。 

 

 の支援の  

の進 や在 の 及を に、 的 児は 加 に

あり、 体 自 以 の特別支援学校、小・中学校や都立高校等にも 的

児が在籍している があります。都教育委員会では、学校設置者とし

（ ） 特別支援教育の推進 
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また、小・中学校の特別支援学級等の推計 を ると、 ３年度の在籍者・
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て、都立学校において、 全な 的 を実施できる体制を整備するため、

の 置を進めるとともに、 呼 などの高度な

的 についての 等を策定してきました。 

３年 月には、 的 児支援法の施行により、 的 児が

者の いな 学校教育を受けられるようにするための地方公共団体及

び学校設置者の責務が法的に 置 けられました。法の も ま 、 き

き、学校における 的 の実施体制の整備を 実に進めてい 必要

があります。 

 

 特別支援教育の推進 

国の や都教育委員会の「 ・

・ 9」によ て、義務教育 の児童・生徒の一

の 備や校内 の整備が に進められました。都教育委員会

では、都立特別支援学校の小・中学部への一 の 備を 年度

に し、校内 の整備を ３年度に しました。 

障害のある児童・生徒にと て、こうした の整備は、学

や のための支援となることが期 されています。特

別支援学校では、今後、高等部の生徒についても一 の 整備を

進めるなど、 や を 実に整備してい

必要があります。 

また、 を し、児童・生徒の学びの充実を図るためには、教員

の教 方を改 ・充実してい ことが 要なことから、 を した

指導方法や内 を充実するための を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 た の学 に応 、 た の を最 に すための として、教育の （

）を に推進する 。教育の を推進することで、「学び方改 」、「教 方改 」、「 き方改

」の３つの改 を実 することを目指している。 
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策 画 「 の東京」  version up 2022  



３か年のアクションプラン（主要）

TOKYOスマート・スクール・プロジェクト

戦略２
伸びる・育つ ver.up
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 第二 計画の計画期  

 

長期計画である推進計画（第二期）の計画期間は、平成 29 年度から 年

度までの 11年間で、第一次実施計画の計画期間は、平成 29年度から ３年度

までの 年間です。今 の第二次実施計画の計画期間は ４年度から ６年

度までの３年間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 都 と 特別支援教育の推進 

 

都教育委員会は、推進計画（第二期）の策定時に、国の を ま つつ、

との な の下で、特別支援教育の充実を図 てい 方を示

しました。第二次実施計画においても、 き き な の下で れ れ

の施策を推進していきます。 

 

 

 

都教育委員会は、全ての公立学校における特別支援教育を充実するため、

教育委員会や 学校における実 を ま つつ、障害のある児童・生徒

等の を最 に 長する で最も 的な方法により、 な事 を展

していきます。 

また、特別支援教育を推進するための体制整備として、特別支援学校のみな

らず、小・中学校及び都立高校等を含めた教員全体への の と の

を図る か、 児期から学校 後の自立までを て、教育

けでな 、 ・ ・ ・ 等の 関 関との を推進していきま

す。 

さらには、ともに学び支 合う共生社会を実 するため、社会全体の を

一 進していきます。 

特別支援教育推進計画（ ） 計画 （ H29 R9） 

計画 

（H29 R3） 

計画 

（R4 R6） 

計画 

（R7 R9） 

（１）都教育 の  
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こうした とともに、国における 教育 の に

けた 、学 指導要 の改 の基本的な 方等も ま 、第二次実施計画

に基づ 施策を的 ・ に進め、都における特別支援教育の なる充実を図

ていきます。 

 

 

 

教育委員会は、第二次実施計画の や 施策の方 を に

ま 、全ての学校・学年・学級に特別な指導・支援を必要とする児童・生徒が

在籍するとの の下、 自 体における特別支援教育の充実・発展に めて

い を ています。 

具体的には、小・中学校における発達障害のある児童・生徒に特別な指導を

行うための特別支援教 の全校導 等に い、 な や指導内 ・方法を

充実してい ことや、 的 児支援法の施行により、法の を ま た

実施体制を整備してい ことなどが められます。 

また、特別支援学級において、 の高い教育を実 してい ためには、特別

支援学級 の の が であり、特別支援教育 指導 事10等に

よる学校への 的な支援により、指導 の を図 てい ことが 要です。 

さらに、障害のある児童・生徒等にと て、 学、進級などの 会に障害の

等に した最も な 学 を 定できるようにするためには、 学

等の や 者等への 報 の充実などを に推進する必要がありま

す。 

加 て、小・中学校に 学した障害のある児童・生徒に な指導・支援を

行うためには、全ての教 員の特別支援教育への に基づ 、合 的 の

な や、 の基 となる教育 の一 の充実を図ることが められま

す。 

こうした から、 教育委員会においては、都教育委員会との

な の下、障害のある児童・生徒等への支援体制の整備を図 てい こと

が望まれます。 

 

 

 

 

 
10 地方教育行 の組 及び に関する法 第 18 の 定に基づき教育委員会事務 におかれる 員。学校における教育課

程、学 指導 の 学校教育に関する 的事項の指導に関する事務に従事する。 

（ ） 教育 の  
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都立特別支援学校は、障害のある児童・生徒等一 一 の教育 に応じ

た な指導・支援を充実さ ることで、児童・生徒等の自立や社会参加を実

してい ため、校長を中心として、全ての教 員が高い を発 できる

指導体制を することが き き められます。 

また、特別支援学校は、地 における特別支援教育の 的 11の発

という 要な を ています。全ての学びの における教育を充実さ て

い ためには、都立特別支援学校が した 的な や を いて、

教育委員会をはじめとする関 関と を めながら、地 の

や 育 、小・中学校及び都立高校等における特別支援教育の充実を支援して

い ことが、一 められます。 

さらに、 籍制度12等により、都立特別支援学校と小・中学校との間で、

及び共同学 を充実さ るなど、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生

徒がともに学 を してい ことも必要です。 

こうした取組を進めることにより、障害のある児童・生徒等の地 での生

の充実を図るとともに、 来の自立と社会参加を図るための 教育を一 充

実さ てい ことや、 を した 的な指導方法等を 立さ てい

必要があります。 

 

 

 

小・中学校及び都立高校等は、発達障害を含めた障害のある児童・生徒が

在籍している を ま て、障害に応じた指導・支援等の なる充実を図

ることが められます。 

小・中学校では、 の学級、特別支援学級や特別支援教 を含 級によ

る指導において、障害の と程度に した な指導・支援を行うことがで

きるよう、体制の整備を図る必要があります。都立高校等では、 たに 組み

が導 された 級による指導を在籍学級での指導・支援に 的に するこ

とが必要です。 

 
11 特別支援学校が、地 の や小・中学校、高校等における特別支援教育の推進・充実に けて、 学校や 教育

委員会等の要 に応じて必要な や援 を行う のこと。学校教育法第 74 では、「特別支援学校においては、（ ）、

、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校 は中等教育学校の要 に応じて、第 81 第 1 項に 定する 児、児童 は

生徒の教育に関し必要な を行うよう めるものとする。」と 定されている。 
12 特別支援学校の小・中学部に在籍する児童・生徒が、 する地 の 立小・中学校に 次的な籍（ 籍）を 、

的な （小・中学校の学校行事や地 行事等における 、小・中学校の学 への参加等）や間 的な （学

校・学年・学級 よりの 換等）を じて、 する地 とのつながりの ・ を図る制度 

（ ）都 特別支援 の  

（ ） 都 の  
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のためには、小・中学校の特別支援学級 や都立高校等の 級による指

導の 教員の の はもとより、全ての教 員が特別支援教育に関す

る正しい を身に け、校長の の下、特別支援教育
13を中心とした校内体制の を図る必要があります。 

また、小・中学校及び都立高校等においては、個 の児童・生徒への指導・

支援や合 的 の な 方法等について、特別支援学校が う

的 も し、実 を てい ことが望まれます。 の には、 の学

級において個別な を必要とする児童・生徒について、きめ か し、

応してい 必要があります。小・中学校や都立高校等と特別支援学校との学

校間の や共同学 のみならず、特別支援学級と の学級との 及

び共同学 を一 充実さ てい ことも 要です。さらには、こうした取組へ

の を るために、 者や地 の に して、共生社会の実 に けた

進に する取組を 的に行 てい ことが められます。 

  

 
13 学校内の関 者や ・ 等の関 関との 整及び 者に する学校の として、学校内における特別支援教

育に関する 的な を う者 
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都 
 

 
 

 

に 

お 
け 

る 

特 

別 

支 

援 

教 

育 

の 
 

 

1 

特別支

援教育の  

(1)

支援の
教育 の
 

(2)

教育の推進 

 特別支援教 の [P.89] 

 特別支援教 の の [P.91]  

 の

の [P.93]  

 特別支援 （ 定 ）の

支援[P.93] 

 都
特別支援教

育の  

(1)都

支援の
教育 の
 

 支援 別 計画 支

援の [P.96] 

 都 の の 支援の

[P.96]  

 進 の [P.97]  

 特別支援教育 の [P.97] 

 の教 の の支援[P.97] 

 の [P.99]  

 の の [P.100]  

 の

[P.101]  

 の 支援 の [P.102] 

 の 進 支援の [P.103]  

 教育 教 の 推進[P.103]  

 都 支援 の [P.103] 

(2)都

教

育の推進 
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策の 
    策 取組  第二 計画における 別  

 特別支援 の の [P.82] 

 の の 支援 （特

別支援 ）の [P.83]  

 特別支援 の 支援[P.84]  

 支援 別 計画 支

援の [P.84]  

 特別支援 の

の の支援[P.85]  

 の の推進[P.85] 

 
[P.86]  

 支援の の

の支援[P.87] 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

都 
 

 
 

 

に 

お 

け 

る 

特 

別 

支 

援 

教 

育 

の 
 

 

1 

特別支

援教育の  

(1)

支援の
教育 の
 

(2)

教育の推進 

 特別支援教 の [P.89] 

 特別支援教 の の [P.91]  

 の

の [P.93]  

 特別支援 （ 定 ）の

支援[P.93] 

 都
特別支援教

育の  

(1)都

支援の
教育 の
 

 支援 別 計画 支

援の [P.96] 

 都 の の 支援の

[P.96]  

 進 の [P.97]  

 特別支援教育 の [P.97] 

 の教 の の支援[P.97] 

 の [P.99]  

 の の [P.100]  

 の

[P.101]  

 の 支援 の [P.102] 

 の 進 支援の [P.103]  

 教育 教 の 推進[P.103]  

 都 支援 の [P.103] 

(2)都

教

育の推進 
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す 

る 
 

 

に 
 

 
 

 
特 
別 

支 

援 

教 

育 

の 

推 

進 

1 

教育 の

 

(1)

教育の  

(2)

教育 推進

の

 

 の推進

[P.115] 

 教育 の の推進

[P.116]  

 教育 教育の [P.116] 

3 
育

の
教育 の推

進 

(1)

教育

の推進 

 特別支援 教育推進 [P.125] 

 の [P.126]  

 の の [P.127]  

 の の [P.127] 

 特別支援教育の 進

の推進[P.127] 

(2) 教育の  

 教育の推進[P.130]  

 
[P.131]  

 東京都特別支援 の [P.132] 

2 

の

の育  

(1)

の

教育

の推進 

(2)

の の

育  

 特別支援 の  

[P.118]  

 特別支援 の [P.119]  

 策の [P.119] 

策の 
    策 取組  第二 計画における 別  

 教育の [P.109] 

 の [P.109]  

 教育の推進

[P.111] 

 教育 の

[P.111]  

 １ の

[P.112]  

 教育 進 の の

[P.112]  

 の の の

[P.112] 

 特別支援 教育 教育の  

[P.121] 

 特別支援 の の 育 の [P.122]  

 の 教育 の [P.123] 

第
１
部 

第
２
章

第
二
次
実
施
計
画
の
策
定

29



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施    
施 の 
方   第二次実施計画 別  

 
 

別 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

体 
 

の 
 

 
 

 

実 

1 専門性の高い教

員の確保・育成 

(1) 学等と連携し

た質の高い

の 成・確保と教

員の な  

 東京教 成 を活用した 成[P.136] 

 教員 成系 学等との連携に る特別支援教育の推進 

[P.136]  

 特別支援学校教 状の取 等に る専門性の向  

[P.137]  

 特別支援学校教 状保 の積極的な活用等[P.139]  

 校 期 動に る専門性の向 [P.140]  

 期 に る専門性の向 [P.141]  

 特別支援学 の を活用する 動の実施[P.141] 

(2)専門性の向 に

向けた 等の

充実 

 指導教 を活用した教員 体の専門性の向 [P.144] 

 特別支援教育に関する の充実[P.145]  

 し の教員の専門性向 の支援[P.146]  

 的 特別支援学 の専門性向 に向けた支援[P.147] 

 区市町村教育 員会の特別支援教育 指導主 及び特

別支援学 校 理 の専門性向 の支援[P.147] 

2 学校や区市町村

に対する総合的

な支援体制の充

実 

(1)特別支援教育の

充実に向けた学

校 力の向  

 き方 の推進に る学校教育の質の 向 [P.149] 

 特別支援学校における学校 の実施に る学校

支援[P.149]  

 東京都学校 支援 ターに る支援[P.150] 

(2)特別支援教育に

関する多様な支

援機 の充実 

 特別支援学校の ター的機 を生かした 等 の支

援[P.152]  

 都教育 員会の指導主 等の に る支援[P.152]  

 東京学校支援機 （TEPRO）に る学校 の多 的な支援

[P.153]  

 合理的 の な に向けた支援[P.154]  

 教育に関する教員等 の支援[P.155]  

 教員に る特別支援教育に係る 活動の活性化[P.155] 

(3)特別支援教育に

関する 学

及び教育 等

の機 の充実 

 学 の機 充実[P.157]  

 

 東京都教育 ターにおける の充実[P.161] 

3 関係機関等との

連携強化及び特

別支援教育の理

解促進 

(1)一 した指導・支

援の充実に向け

た関係機関等と

の連携強化 

 支援（ 開 ） ー に る 開 [P.163]  

 向け ー等の開 [P.164]  

 間等の活用に る 開 [P.164]  

 特別支援学校 生の 定 支援[P.165]  

 学校と との ながりの強化[P.166] 

(2) 生社会の実

に向けた特別支

援教育の理解促

進 

 特別支援学校の 開や 開 等の実施を じた理

解促進[P.168]  

 特別支援学校と の小学校、中学校、高校等との学校

間 及び 学 [P.169] 

 都 の理解の促進[P.169] 
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